
  

 再生可能エネルギー接続可能量等の当社算定結果の
 報告および決定について

                                                                            平成28年11月25日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、本日（11月25日）開催された国の新エネルギー小委員会の第９回系統ワーキ

ンググループ（以下、系統WG）における検証結果に基づき、当社の再生可能エネルギー

（以下、再エネ）の接続可能量（30日等出力制御枠）を決定しました。あわせて太陽光

の出力制御見通し
※1
を算定し、同WGに報告しましたので、お知らせいたします。

１．接続可能量（2016年度算定値）

　当社は、太陽光・風力の接続可能量を、本日開催された第９回系統WGに報告しまし

た。同WGにおける検証の結果、今回の算定結果が現行の値より減少したものの、主な要

因は需要減少等であることから、現行の値を変更しないこととなりました。（詳細は別

紙参照）

　・太陽光： 110万kW　（現行の30日等出力制御枠から変更なし）

　・風　力：  59万kW　（現行の30日等出力制御枠から変更なし）

２．太陽光の出力制御見通し

　北陸エリアの太陽光発電の接続申込量（接続済みを含む）が11月18日時点で104万kW程

度となり、接続可能量110万kWに近づいていることを踏まえ、指定電気事業者
※2
制度の下

で系統へ接続する太陽光事業者（指定ルール事業者）の出力制御見通しを算定し、同

WGに報告しました。（詳細は別紙参照）

　なお、今後、太陽光事業者さまからのお申込みが110万kWを超過した以降に接続を希望

される場合は、指定電気事業者制度の下で、年間上限30日（360時間）を超えた無補償で

の出力制御に同意いただくことを前提に、接続が可能となります。当社としても、今後

とも、接続申込量（接続済みを含む）等の適時適切な情報提供を行ってまいります。

以　上

別紙：再エネ接続可能量および出力制御見通し算定結果



※１　出力制御見通し：

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、接

続可能量の超過が見込まれる指定電気事業者は、指定電気事業者制度の下で接続する発

電事業者の事業採算性を確保するために、事前に具体的な出力制御時間等の見込みを公

表するもの。

※２　指定電気事業者：

接続申込量が接続可能量（30日等出力制御枠）を超過した場合に、出力制御の上限を超

えた無補償の出力制御を前提として、再エネの接続ができるよう経済産業大臣から指定

された一般送配電事業者。
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( ) A ( kWh) B ( kWh) [A/B] (%)

+20 kW
( 130 kW) 273 (23 ) 25 225 11

+40 kW
( 150 kW) 307 (26 ) 58 450 13

+60 kW
( 170 kW) 358 (30 ) 103 676 15
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